
議案第149号 

 

財産の取得について 

 

下記の財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和62年つくば市条例第22号）第３条の規定に基づき、議

会の議決を求める。 

 

令和３年12月９日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青       

 

 

記 

 

１ 取得する財産  電子黒板127台 

 

２ 取得金額    金37,719,000円 

 

３ 取得目的    小学校、中学校及び義務教育学校の教室に設置するため 

 

４ 契約の方法   一般競争入札 

 

５ 契約の相手方  茨城県つくば市天久保四丁目６番地１ 

          株式会社ホサカ つくば営業所 

          所長 飯野 和男 



 （提案理由） 

 学校における新型コロナウイルス感染対策として、分散授業やオンライン学習に

活用するため、電子黒板を購入し、財産を取得しようとするものである。 
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